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｢携帯端末向けマルチメデ ィア放送サー ビス等の在 り方に関する懇談会報告

書｣(莱)に関し､ ~別紙のとお り意見を提出します｡



貢 行 意見の対象となる該当箇所 意 見

全体 全体 懇談会の検討 当たって国民 ニーズや関係事業者方 踏まえることや地域情報 確保を考慮しLT検討されものであることに賛同する○当社は､｢地方ブロック向け送｣に積極的にに参加 したいと考えており マルチメディ放送実現のための周波数割当について､今後､できるだ速やかに決定されること また､今後検討さる諸制度につい も音声中心のののデジタルラジオ放送が基的メディアと てての役割 果たせ よう､､また､そのの重性をを十分配慮 しした進め方ををを希希望望すす るるる○○ た放アけれ幹要

14頁 表の中央

上.段およ

第二段 ､

び

できる限り柔軟なサービス提供を可能とすべき｢地域振興｣｢地域情報の確保｣｢地域文化 .地

社会-の貢献｣｢既存ラジオのノウハウの活用

○域 ｢地方ブロック向け放送｣は､ 放送とは異な

新規サービスであるが､｢地域振興｣｢地域情報の確保｣｢

域文化 .地域社会-の貢献｣は既既存存ララジジオオ事業者が長期

｣ わたって行ってきた事業活動そ ものであり､｢既存ラジのノウハウの活用｣は ｢地方ブロック向け放送｣の発展とって重要であると考える○こののため､新規サービスでつても既存ラジオ事業者が蓄積してきたノウハウや報道環境を生かせるような制度整備を行っていただきたい○ 

るに

オにあ的

16貢 最終行～ こうした努力義務に加え､｢開始 5年後に 90%

上の世帯カバー率を実現すること｣を､例えば

事業参入の際の条件にすること等により制度

以 "広くあまねぐ'の確保に努めるのはもちろんであるが

､ 膨大な設備投資が必要となる本事業で具体的な数値を示

的 ことにより､その財源が過度にユーザーにフィー ドバッ

､

す

ク

考え

地



24頁 15行目～ こうした場合は､例えば .申請のあっ′た地方プ

ツクでの放送も含め ｢地方ブロック向け放送｣ 

の割当を止めて ...

ロ 申請がおこなわれない地方ブロックが生じた場合の処理

- して､｢地方ブロック向け放送｣-の割当を ｢全国向け放送

に改めた上で､再度参入希望者を募集 との考えが示れているが､こ り方は申請した事業者の事業計画そものに大きく影響するので､採用すべきでない○｢地方ブック｣ごとに発信されるブロック 情報は災害時の安心道等を例にとっ みても必須のもののであり ｢地域振興域情報 確保 のの観点からも ｢地方ブロック向け放送｣｣の割当は止めるべきでな ○また､｢地方ブロック向け放送｣に参入すするる放送事業者.較審査にあたつてては､2003年以来､実用化試験放送実施し､技術基準やや新しいいサービスの開発､､実験で実演積み重ねてきた放送事業の実績､貢献や､｢既存ラジオののウハウのの活用｣｣が可能であるか等を評価項目に入れるべであるo 

と

さのロ報.-ををノき

｣

30頁 9行目～

-21行目

｢地方ブロック向け放送｣について､ソフト事

者を地方ブロックごととした上で ...

- .ハー ド事業者は､一定の条件の下で優先

業 放送は､信頼できる情報を安定して受信者に届けること

必須であり､既存の放送においては､ハー ド.ソフ ト一

的 による責任運営で国民の信頼を得てきた○そのことを考

が 

致 

え

｢地比 



30頁 25行目～ ｢エ NHKのノウハウ等の活用｣の項目 新しいメディア､新し コンテンツサービスにおいて､HK 技術面を含め ノウハウの活用は､このメディア普及､発展の観点から､きわめて重要 ると考える○間とのの協力体制が可能となるような体制を作るべきでり､従ってNHKが参入を希望するのででああれば､ぜひ前きな検討をお願いしたたいいo Nの民あ向

34貢 5行目～

14行目

｢イ サイマル放送の扱い｣の項目 サイマル放送は､アナログ放送の混信､不感対策の面か

も有効 あると同時に､受信端末の普及にも大きな効果あると思われる○従ってサイマル放送に対して制約は設るべきででないO 

ら 

がけ

35貢 9行目～ この ｢無料放送｣の部分をどの程度確保するか

ついては､事業者の創意工夫を基本とする観点

ら､原則として事業者に委ねることが適当と̀考

られる ...

に参入を希望している者に対しこの点につい

ヒアリングを行ったところ ...

受信端末として携帯電話端末以外の端末を想し ...

に

か

え

マルチメディア放送においては､有料サービスを含め

様々なサービスが可能になるが､あくまでも "放送"で

ることを前提とするならば､サービスの信頼性とともに

国民がいつでも手軽にサービスを享受することのできる料放送を確保する仕組みを作る等､事業者もきちんと信できる放送サービスを全うできるような制度整備をお願したい○ 

た

あ

､

無頼い

16行目 て

定

資する ｢放送｣メディアとして位置付けられ､発展する

とが肝要であり､不特定多数の受信機で放送が受信可能

なるような制度整備を期待するp

こ

と




